
２．当社は、第 4条２項に定めるサービス提供開始日が属する月の翌月より
発生する月額利用料を翌々月より契約者に請求するものとし、日割りによる
請求は行いません。

2024 年 10 月 1日第 8条（Wi-Fi端末の貸与）

第 9条（本サービスの廃止および変更）

第 1 0条（責任の範囲）

附則 規約の施行日及び改正日
2024 年 10 月 1 日 施行

本サービスの提供を開始した月の翌月から利用料が発生し、翌々月から別途ご加入いただ
いている弊社インターネット接続サービスの料金のお支払い時に一括して、ご契約者様指
定のお支払方法（金融機関の口座からの自動振替もしくはクレジットカードによる決済手
段）にてお支払いいただきます。


